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今
国
会
新
た
に
提
出
さ
れ
た
閣
法
は
二
〇
件
で
あ
り
、
一
七
件
が
成
立

し
、
三
件
が
衆
議
院
で
継
続
審
査
と
な
っ
た
。

　
衆
法
は
新
た
に
一
一
件
が
提
出
さ
れ
て
、
四
件
が
成
立
し
、
二
件
が
衆
議

院
で
継
続
審
査
と
な
り
、
五
件
が
同
院
で
否
決
さ
れ
廃
案
と
な
っ
た
。

　
参
法
は
新
た
に
六
件
が
提
出
さ
れ
て
、
三
件
が
成
立
し
、
三
件
が
審
査
未

了
と
な
っ
た
。

　
予
算
は
平
成
五
年
度
二
次
補
正
予
算
三
件
が
提
出
さ
れ
て
い
ず
れ
も
成
立

し
た
。

　
条
約
は
い
ず
れ
も
第
一
二
六
回
国
会
で
審
査
未
了
と
な
っ
た
四
件
が
再
提

出
さ
れ
、
三
件
が
成
立
し
、
一
件
が
衆
議
院
で
継
続
審
査
と
な
っ
た
。

　
そ
の
ほ
か
、
本
会
議
決
議
案
が
新
た
に
三
件
提
出
さ
れ
て
、
一
件
が
否
決

さ
れ
、
二
件
が
審
査
未
了
と
な
り
、
第
一
二
六
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
平
成

三
年
度
本
決
算
外
二
件
及
び
三
年
度
Ｎ
Ｈ
Ｋ
決
算
は
い
ず
れ
も
審
査
未
了
と

な
っ
た
。

　
今
国
会
は
、
三
八
年
ぶ
り
の
政
権
交
代
で
細
川
連
立
内
閣
が
発
足
し
て
か

ら
召
集
さ
れ
る
最
初
の
本
格
的
な
国
会
で
あ
り
、
細
川
総
理
が
年
内
の
成
立

を
公
約
し
た
政
治
改
革
関
連
法
案
の
是
非
及
び
深
刻
化
す
る
不
況
対
策
の
実

施
等
が
最
大
の
焦
点
と
な
っ
た
。

　
ま
ず
、
衆
議
院
議
員
選
挙
に
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
の
導
入
等
を
図

ろ
う
と
す
る
閣
法
の
政
治
改
革
関
連
四
法
案
は
今
国
会
召
集
日
当
日
の
五
・

九
・
一
七
に
提
出
さ
れ
た
が
、
衆
参
両
院
に
お
け
る
総
理
大
臣
の
所
信
表
明

演
説
と
そ
れ
に
対
す
る
各
党
代
表
質
問
及
び
一
般
調
査
の
た
め
の
予
算
委
員

会
の
開
会
等
に
よ
り
、
提
出
後
の
速
や
か
な
審
議
入
は
で
き
な
か
っ
た
。
衆

議
院
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明
と
質
疑
は
、
自
民
党
も
同
法
案
の
対
案
五

件
を
衆
法
と
し
て
提
出
し
た
た
め
、
九
法
案
を
一
括
し
て
一
〇
・
一
三
、
一

四
の
両
日
に
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
同
院
の
政
治
改
革
特
別
委
員
会
に
お
け
る

審
議
も
九
法
案
一
括
で
行
わ
れ
、
一
〇
・
一
四
の
趣
旨
説
明
聴
取
に
始
ま

り
、
総
括
・
一
般
・
テ
ー
マ
別
の
各
質
疑
、
参
考
人
の
意
見
聴
取
、
証
人
喚

問
、
各
二
日
間
の
中
央
及
び
地
方
公
聴
会
、
締
括
り
の
総
括
質
疑
等
総
審
議

時
間
は
一
二
一
時
間
余
に
わ
た
っ
た
。
同
委
員
会
で
は
一
一
・
一
六
に
九
法

案
の
採
決
が
行
わ
れ
、
自
民
党
提
出
五
法
案
は
一
括
し
て
否
決
し
、
閣
法
四

案
は
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
案
を
原
案
通
り
可
決
、
残
り

三
案
を
い
ず
れ
も
修
正
議
決
し
た
。
さ
ら
に
、
一
一
・
一
八
の
同
院
本
会
議

に
お
い
て
も
、
自
民
党
提
出
五
法
案
を
一
括
し
て
否
決
し
た
後
、
閣
法
四
案

を
委
員
会
の
議
決
通
り
議
決
し
た
。

　
本
院
本
会
議
に
お
け
る
同
閣
法
四
案
の
趣
旨
説
明
聴
取
は
、
共
産
党
が
一

一
・
一
八
に
対
案
と
し
て
提
出
し
た
参
法
の
三
法
案
と
一
括
し
て
、
一
一
・

二
六
に
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
本
院
の
政
治
改
革
特
別
委
員
会
で
の
趣
旨
説
明

聴
取
は
、
一
一
・
三
〇
に
提
出
さ
れ
た
五
年
度
第
二
次
補
正
予
算
の
衆
議
院

に
お
け
る
審
議
等
の
た
め
、
一
二
・
九
ま
で
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、



本
院
の
補
正
予
算
審
議
及
び
一
二
・
一
五
の
衆
議
院
に
お
け
る
会
期
延
長
議

決
強
行
問
題
処
理
等
の
た
め
、
同
特
別
委
員
会
に
お
け
る
本
格
審
議
は
一
二

・
二
四
か
ら
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
年
末
年
始
の
休
日
を
挟
ん
で
同
特
別
委

員
会
は
、
総
括
及
び
一
般
質
疑
、
参
考
人
の
意
見
聴
取
、
各
一
日
間
の
中
央

及
び
地
方
公
聴
会
、
締
括
り
総
括
質
疑
等
七
六
時
間
余
に
わ
た
る
審
議
を
行

い
、
六
・
一
・
二
〇
に
閣
法
の
四
案
を
採
決
し
た
結
果
、
い
ず
れ
も
衆
議
院

送
付
案
通
り
可
決
し
た
。
同
四
法
案
の
本
会
議
に
お
け
る
採
決
は
翌
二
一
日

に
行
わ
れ
た
が
、
与
党
議
員
の
一
部
が
反
対
す
る
等
の
事
態
が
生
じ
、
い
ず

れ
も
賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
、
同
日
衆
議
院
に
返
付
さ
れ
た
。
な
お
、
本
院

が
後
議
の
法
律
案
を
否
決
し
た
の
は
、
昭
和
二
六
年
の
第
一
〇
回
国
会
以
来

の
こ
と
で
あ
る
。

　
四
法
案
の
返
付
を
受
け
た
衆
議
院
は
、
一
・
二
六
に
公
職
選
挙
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
外
三
件
両
院
協
議
会
の
開
催
を
本
院
に
請
求
す
る
こ
と

を
議
決
し
、
同
日
第
一
回
の
協
議
会
が
開
会
さ
れ
た
。
翌
二
七
日
も
同
協
議

会
は
開
催
さ
れ
、
衆
参
双
方
か
ら
協
議
案
を
提
示
し
て
協
議
を
行
っ
た
が
成

案
を
得
る
た
め
の
合
意
は
で
き
ず
、
当
日
の
協
議
会
議
長
で
あ
っ
た
衆
議
院

の
協
議
委
員
議
長
が
協
議
会
で
の
成
案
は
得
な
か
っ
た
旨
を
宣
告
し
た
。
し

か
し
、
衆
参
両
院
議
長
は
協
議
会
の
存
続
を
確
認
し
、
翌
二
八
日
に
同
四
法

案
の
処
理
に
つ
い
て
の
衆
議
院
議
長
斡
旋
案
を
総
理
大
臣
と
自
民
党
総
裁
に

示
す
一
方
、
双
方
の
協
議
委
員
議
長
に
同
協
議
会
で
の
協
議
を
さ
ら
に
続
け

る
よ
う
要
請
し
た
。
そ
の
結
果
、
総
理
大
臣
と
自
民
党
総
裁
は
同
日
会
談
し

衆
議
院
の
小
選
挙
区
選
出
議
員
数
と
比
例
代
表
選
出
議
員
数
を
そ
れ
ぞ
れ
三

〇
〇
と
二
〇
〇
に
す
る
等
の
一
〇
項
目
に
わ
た
る
合
意
を
次
国
会
で
法
制
化

す
る
こ
と
を
前
提
に
、
こ
の
閣
法
四
法
案
は
施
行
日
を
修
正
し
た
上
で
今
国

会
成
立
さ
せ
る
旨
の
合
意
が
成
立
し
た
。

　
こ
の
合
意
を
受
け
て
国
会
最
終
日
の
一
・
二
九
に
両
院
協
議
会
が
再
開
さ

れ
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
案
は
そ
の
施
行
日
を
別
の
法

律
に
委
ね
、
そ
の
他
の
部
分
は
衆
議
院
の
議
決
通
り
と
す
る
、
他
の
三
法
案

は
す
べ
て
衆
議
院
の
議
決
通
り
と
す
る
旨
の
協
議
案
が
衆
議
院
側
か
ら
提
案

さ
れ
た
。
同
協
議
案
は
採
決
の
結
果
、
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
多
数
で
可
決

さ
れ
協
議
会
の
成
案
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
衆
議
院
、
参
議
院
の
順
で
本
会

議
が
開
か
れ
当
該
成
案
を
順
次
可
決
し
、
同
四
法
案
は
成
立
し
た
。
な
お
、

両
院
協
議
会
で
成
案
を
得
て
法
律
案
が
成
立
し
た
の
は
昭
和
二
八
年
の
第
一

六
回
国
会
以
来
の
こ
と
で
あ
り
、
一
院
で
否
決
し
た
法
律
案
を
両
院
協
議
会

で
成
案
を
得
て
成
立
さ
せ
た
の
は
今
回
が
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
政
治
改
革
関
連
法
案
以
外
の
閣
法
で
成
立
し
た
主
な
も
の
に
は
、
行
政
庁

の
処
分
、
行
政
指
導
及
び
届
出
の
手
続
き
に
関
し
、
共
通
す
る
事
項
等
を
定

め
よ
う
と
す
る
行
政
手
続
法
案
（
一
一
・
五
成
立
。
以
下
か
っ
こ
内
は
成
立

日
を
示
す
。
）
、
環
境
の
保
全
の
基
本
理
念
と
こ
れ
に
基
づ
く
基
本
的
施
策

の
総
合
的
な
枠
組
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
環
境
基
本
法
案
（
一
一
・
一
二
）

等
が
あ
る
。

　
次
に
深
刻
化
す
る
不
況
対
策
と
し
て
一
一
・
三
〇
に
提
出
さ
れ
た
五
年
度



第
二
次
補
正
予
算
三
案
は
、
衆
議
院
で
防
衛
庁
長
官
の
憲
法
発
言
問
題
等
を

め
ぐ
っ
て
二
日
間
審
議
を
中
断
し
た
も
の
の
、
衆
参
各
四
日
間
の
審
議
を
行

っ
て
、
当
初
会
期
最
終
日
の
一
二
・
一
五
に
成
立
し
た
。

　
衆
法
で
成
立
し
た
主
な
も
の
に
は
、
障
害
者
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基

本
理
念
を
定
め
る
と
と
も
に
、
法
律
の
題
名
を
障
害
者
基
本
法
と
す
る
等
の

心
身
障
害
者
対
策
基
本
法
一
部
改
正
案
（
一
一
・
二
六
）
、
放
置
自
転
車
等

に
対
す
る
措
置
や
自
転
車
等
の
駐
車
対
策
に
関
す
る
総
合
計
画
の
策
定
等
を

内
容
と
す
る
自
転
車
駐
車
場
整
備
法
一
部
改
正
案
（
一
二
・
一
五
）
が
あ

る
。

　
参
法
で
成
立
し
た
主
な
も
の
に
は
、
民
間
団
体
が
行
う
海
外
援
助
事
業
を

推
進
す
る
た
め
、
国
等
の
所
有
す
る
物
品
の
譲
与
等
に
関
し
て
必
要
な
措
置

等
を
定
め
よ
う
と
す
る
民
間
海
外
援
助
事
業
推
進
物
品
譲
与
法
案
（
一
一
・

二
）
、
男
子
が
保
健
士
の
名
称
を
用
い
て
保
健
指
導
の
事
業
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
改
正
案
（
一
一
・
一
二
）
が

あ
る
。

　
な
お
、
今
国
会
成
立
し
た
法
案
と
し
て
例
示
し
た
閣
法
の
環
境
基
本
法
案

及
び
衆
法
の
二
法
案
は
、
第
一
二
六
回
国
会
に
お
い
て
、
衆
議
院
を
通
過
し

た
も
の
の
本
院
で
、
参
法
の
民
間
海
外
援
助
事
業
推
進
物
品
譲
与
法
案
は
参

議
院
を
通
過
し
た
も
の
の
衆
議
院
で
、
い
ず
れ
も
衆
議
院
の
解
散
の
影
響
に

よ
り
審
査
未
了
と
な
っ
た
法
案
で
あ
る
。




